
事業主 さま 及び 社労士 の方へ 
 

 ３月は、 

３６協定･就業規則などの 

届出(郵送)  が 集中 します。 
 

とくに３月２０日以降は、審査・

返信が通常より相当の時間を要

することが予想されます。 
 

つきましては、 

郵送で届け出る場合は、 

早めにお届けをしていただきま

すようお願いします。 
 

名古屋東労働基準監督署 



 

 

署   長 担    当  

   

毎年、年度末、とりわけ、３月下旬に届け出（36 協定、就業規則など）が集中し、返信事

務が滞っております。 

ついては、別紙（案）を署内掲示するとともに、ホームページ、協会報に織り込むなど PR

をしてよろしいか伺います。 


